
【協議事項】 

 ア 浜松市動物の愛護及び管理に関する条例（案）のパブリック・コ

メントの実施について 

【諮問事項】 

 ア 令和６年度区役所費の予算要求の概要について 

令和５年９月２７日開催 

中区協議会

令和５年度 第５回中区協議会

会議資料



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 
浜松市動物の愛護及び管理に関する条例（案）のパブリック・コメント

の実施について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇目的 

市民の動物に対する愛護の意識の高揚を図り、動物の適

正な取扱いその他動物の健康及び安全を保持するとと

もに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害

並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動

物の共生する社会の実現を図る。 

〇背景・経緯 

・近年、多頭飼養によりペットを適正に飼育できない、

いわゆる多頭飼育崩壊となっている事例が全国的にも

発生し、社会問題となっている。 

・また、飼い主のいない猫への無責任な餌やりや、飼い

猫の放し飼いによる、近隣へのふん尿被害などの様々

な問題が発生している。 

・現在、飼い犬の飼養管理や、人の生命、身体及び財産

を侵害するおそれのある特定動物の管理についての条

例はそれぞれあるが、多頭飼育や猫の飼養に関する規

定が無いため、既存条例を見直し、顕在化している課

題に対応する。 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

市の条例案についてご意見を伺う。特に、既存の条例に新

たに加える次の事項について、重点的にご意見をいただき

たい。 

・市、市民、飼い主になろうとする者、飼い主の責務 

・飼い主の遵守事項 

・猫の飼い主の遵守事項、飼い主のいない猫に繰り返し餌

を与える者の遵守事項 

・犬又は猫の多頭飼育の届出 

・動物の譲渡 

・罰則（多頭飼育の届出、虚偽の届出） 

・罰則（法人の両罰規定） 

※区協議会でいただいた意見は、パブリック・コメントの

意見として取り扱います。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

意見募集期間 ：令和５年９月 15 日(金) 

～令和５年 10 月 16 日(月) 

市の考え方公表：令和５年 12 月（予定） 

条例施行   ：令和６年４月以降 

担当課 動物愛護教育センター 担当者 鈴木 秀幸 電話 487-1616 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

協議－ア 



https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

 aikyou@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

























































 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名  令和６年度区役所費予算要求の概要について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

令和６年度浜松市予算の編成に関して、中央区役所費（現

中区分及び現北区のうち三方原地区分）の予算要求を行う。 

対象の区協議会 中区協議会 

内  容 

令和６年度中央区役所費（現中区分及び現北区のうち三方

原地区分）の予算要求の概要について諮問するもの。 

・中央区役所費：現中区役所費+現東区役所費+現西区役所費

+現南区役所費+現北区役所費（三方原地区

分） 

・浜名区役所費：現北区役所費（三方原地区分を除く） 

+現浜北区役所費 

・天竜区役所費：天竜区役所費 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

令和５年 ９月２７日：諮問 

令和５年１０月 ４日：答申 

令和５年１０月２７日：財政課へ予算要求 

担当課 中区区振興課 

諮問－ア 





（単位：千円）
増減

（Ａ-Ｂ）

中区 三方原地区 計(Ａ) 中区 三方原地区 計(Ｂ)

中央区役所費（現中区分及び北区のうち三方原地区分） 331,741 35,860 367,601 305,783 33,568 339,351 28,250

8,812 86 8,898 8,781 106 8,887 11

134,334 12,538 146,872 128,323 12,461 140,784 6,088

区協議会運営事業 366 34 400 286 41 327 73

8,496 850 9,346 9,574 767 10,341 △ 995

108,865 11,616 120,481 107,844 11,445 119,289 1,192

70,868 10,736 81,604 50,975 8,748 59,723 21,881

※令和5年9月19日現在

協働センター管理運営事業 協働センターの運営や維持管理等（保守点検、光熱費など）に要する経費

区協議会開催に要する経費（消耗品、郵便料、会場借上料など）

自治会振興事業
○自治会集会所整備助成金：23,886千円（R5:7,710千円）
○防犯灯設置維持管理助成事業：57,718千円（R5:52,013千円）

地域力向上事業

○市民提案による住みよい地域づくり助成事業：4,900千円（R5:4,817千円）
○区民活動・文化振興事業：150千円（R5:150千円）
○区課題解決事業：2,646千円（R5:3,724千円）
〇協働センターを核とした地域課題解決事業：1,650千円（R5:1,650千円）

行政連絡文書配布事業 行政連絡文書の配布を自治会に委託するための経費 （125,501世帯）

令和６年度　中央区役所費（現中区分及び北区のうち三方原地区分）　予算要求の概要（案）

費用項目 内  　容

人件費を除く

区管理運営事業 区役所の運営や公有財産の維持管理等に要する経費

6年度当初
要求額

5年度当初
予算額



協働センター管理運営事業 

中区まちづくり推進課 

１ 目的 

  現中区及び三方原地区の協働センター（東部、西部、南部、北部、曳馬、富塚、佐鳴台、高台、

県居、中部、三方原）の維持管理に係る経費

２ 事業経費 

１４６，８７２千円 

３ 増減理由 

  ・委託料： 人件費、材料費の上昇による増、適正な樹木管理をするための増

  ・使用料及び賃借料： 土地借上の一部解消による減

・備品購入費： 施設、備品の劣化や汚れ等による更新、買い替えに伴う増

旧中区 A 三方原地区 B 計 A+B 旧中区 X 三方原地区 Y 計 X+Y

旅費
57 2 59 57 2 59 0

需用費
　・消耗品
　・光熱費等 62,437 5,939 68,376 62,245 6,225 68,470 △ 94

役務費
　・電話料
　・郵便料等 2,120 214 2,334 2,063 195 2,258 76

委託料
　・清掃
　・設備保守等 53,747 6,098 59,845 49,510 5,965 55,475 4,370

使用料及び賃借料
　・土地借上
　・下水道料等 13,155 284 13,439 13,877 73 13,950 △ 511

備品購入費
2,817 0 2,817 570 0 570 2,247

償還金利子
1 1 2 1 1 2 0

計
134,334 12,538 146,872 128,323 12,461 140,784 6,088

節
Ｒ６要求（千円） Ｒ５当初予算（千円） R6要求-R5当初

（千円）



地域力向上事業（現中区分） 

中区・区振興課 

１ 目的 

  区民の参加と協働により、区の特性を活かした事業や区の課題を解決する事業を実施すること

で、住みよい地域社会の実現を目指すもの。 

２ 事業経費 8,496 千円（R5：9,574 千円） 

（１）市民提案による住みよい地域づくり助成事業（補助金）4,400 千円（R5：4,400 千円） 

・ 補助金額 補助対象経費に対し、初回：50％以内、2回目：40％以内、3回目：25％以内 

・ R5 実施予定  5 件 

（２）区民活動・文化振興事業 150 千円（R5：150 千円） 

・ R6 内容 人形劇を活用した子ども育成事業（R5:同左） 

（３）区課題解決事業 2,446 千円（R5：3,524 千円） 

・ R6 内容 交通安全意識向上啓発：2,252 千円 

防災意識向上啓発：59千円 

コミュニティ支援強化に向けた職員研修：135 千円 

（４）協働センターを核とした地域課題解決事業 1,500 千円（R5：1,500 千円） 

・ R6 内容 @150,000 円×10 協働センター＝1,500,000 円 

３ 増減理由 

・区課題解決事業における事業の廃止に伴う減（R5：オンライン会議実践講座 1,259 千円） 

４ 年度別事業費           （単位：千円） 

区分 R4 決算 R5 当初 R6 当初 

事業費 6,240 9,574 8,496



自治会振興事業（現中区分） 

中区・区振興課 

１ 目的 

 ・ 自治会所有の集会所の施設整備に対する助成（補助金） 

 ・ 防犯灯設置や維持管理（電気料、修繕料）に対する助成（補助金） 

２ 事業経費 70,868 千円（R5：50,975 千円） 

（１）自治会集会所整備費助成事業（補助金）23,166 千円（R5：7,710 千円） 

・ 補助率 1/3 

・ R6 内容 新築     1 件（高林）      8,000 千円(上限額 8,000 千円/件） 

    購入     1 件（利町）      8,000 千円(上限額 8,000 千円/件） 

    耐震補強改修 1件（東上池川）    3,500 千円(上限額 3,500 千円/件） 

       改修     2 件（菅原町東、平田） 3,666 千円(上限額 3,000 千円/件） 

（２）防犯灯設置維持管理助成事業（補助金）47,702 千円（R5：43,265 千円） 

・ R6 設置費  

共架式 @22,400 円×158 灯＝3,539,200 円(上限額 22,400 円/灯） 

独立式 @44,000 円× 37 灯＝1,628,000 円(上限額 44,000 円/灯） 

・ R6 維持管理費  

電気料 @181 円/月×17,778 灯×12 か月＝38,613,816 円 

補修費 @22,400 円×175 灯＝3,920,000 円(上限額 22,400 円/灯） 

３ 増減理由 

（１）自治会集会所整備費助成事業（補助金） 

・ 助成件数の増による（R5：3件→R6:5 件） 

（２）防犯灯設置維持管理助成事業（補助金） 

・設置費灯数の増（R5：168 灯→R6:195 灯） 

・維持管理費に係る電気料単価の上昇(R5：@170 円/月→R6：@181 円/月) など 

４ 年度別事業費           （単位：千円） 

区分 R4 決算 R5 当初 R6 当初 

事業費 43,068 50,975 70,868


